
四日市市教委訓令第２号 

 

 四日市市教育委員会教育長所管事務専決規程の一部を改正する規程を次のように定

める。 

  平成３１年３月２８日 

四日市市教育長  葛 西 文 雄 

 

四日市市教育委員会教育長所管事務専決規程の一部を改正する規程  

 四日市市教育委員会教育長所管事務専決規程（昭和６２年教育委員会訓令第５号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

別表（第４条関係）課長等専決事項 別表（第４条関係）課長等専決事項 

(略） (略) 

学校教育課長 学校教育課長 

（略）  （略）  

社会教育・文化財課長 社会教育課長 

（略）  （略）  

博物館副館長 博物館副館長 

（略） （略） 

 

   附 則 

 この規程は、平成３１年４月１日から施行する。 

 

 


